
書式第８号（法第１０条・第２５条関係）

　　令和 5 年　度　　事　業　計　画　書

令和 ５ 年　7　月　1　日から　　令和 ６ 年　6　月　30　日まで

特定非営利活動法人みんなのコード

１　事業実施の方針

「誰もがテクノロジーを創造的に楽しむ国にする」をミッションに掲げ、以下の事業を実施。

1-1.小学校・中学校・高校における情報教育の発展

　授業用プログラミング教材の普及により、日本全国の情報教育を下支えする。そのために、①プログラミン

グ教材の保守・改善、②オンラインも含めた研修の実施、③教員コミュニティの支援に注力する。

1-2.コンピューターの教科化に向けた実証実験

　2030年から順次予定されている学習指導要領の改定に向けたプログラミング及び生成AIを含む情報教育の在

り方を模索する。そのために、①カリキュラム開発、②新たな教材の開発、③政策提言を行う。

1-3.デジタルテクノロジー × 子どもの居場所の運営

　学校外において、最先端のデジタル・テクノロジーに触れながら自由に活動できる居場所を全国に広げる。

そのために、①居場所の運営及び発展、②休眠預金活用事業で新たに開設される施設の伴走、③事務局機能の

強化を行う。

２　事業の実施に関する事項

（１）特定非営利活動に係る事業

事業名 事　業　内　容
実　施

予　定

日　時

実　施

予　定

場　所

従事者

の予定

人　数

受益対象者

の範囲及び

予定人数

事業費の

予定額

（千円）

コンピュー

ター教育及び

プログラミン

グ教育の普及

事業

教材提供

指導者研修会

コンピュータクラブハウス

の施設運営

通年 学校施設

行政施設

加賀市

金沢市

須崎市

IT企業

等

50 児童生徒の利

用140万人

208,570

（２）その他の事業

その他事業は行っていません


